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研究成果の概要（和文）： 本研究課題において、「労働力調査」の就業・失業・非労働力の

フローデータを用いて、男女の就業継続率、非労働力化率、失業化率などを分析した。こ

れらのフロー分析の結果から、男女間で就業継続率にはそれほど大きな差は見られないが、

失業化率及び非労働力化率並びに失業継続率には大きな差があることを示した。あわせて、

リーマン危機後に再就職率が男女ともに低下したことが、失業者増加の要因となっている。 

 
 
研究成果の概要（英文）： Female workers have lower employment to population ratio 
and participation rates than men, and the magnitude of this difference is close to 30 
percentage points. This difference in the participation and employment levels does not 
translate into substantial variation in their unemployment rate. The Lost Decade of 
1990s brought different changes to transition rates for male and female workers. 
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１．研究開始当初の背景 

 フランスや韓国のように多くの国では男
性と女性の失業率の水準は異なっているが、
日本では、2007年平均で、男性 3.9％、女性
3.7％と、男女で失業率の水準は等しく、ま
た時系列推移では同じような動き方を示し
ている。しかし、統計調査から、配偶関係別・
年齢五歳階級別に失業率の推移を見ると、属

性によって男性と女性の失業率は大きく異
なる。属性によって、男女の失業率が異なる
背景には、男女の就業行動が違うことにある
が、全体では男性 3.9％、女性 3.7％とほぼ
同じ水準になっている。このような男性と女
性の全体の失業率の水準がほぼ等しい理由
を説明している研究は存在していない。 
 従来の失業に関する分析では、ＵＶ曲線を

機関番号：３２６３８ 

研究種目：若手研究（Ｂ） 

研究期間：2009～2011 

課題番号：２１７３０２４４ 

研究課題名（和文）家計の時間配分からみた就業行動に関する分析―男女別失業率の検証―  

                     

研究課題名（英文）Analysis of the behavior from the time allocation of employment  

 

研究代表者 

杉浦 立明（SUGIURA TATSUAKI） 

拓殖大学・政経学部・准教授 

研究者番号：90321398 

        

 

 



 

 

利用して、未就職をミスマッチによるものと
労働力需要不足によるものとに分解して、失
業に関するミスマッチを推計している。ＵＶ
曲線や自然失業率の分析では、男女計による
マクロデータを利用しているおり、統計デー
タの制約から、男女別にＵＶ曲線や自然失業
率の推計はなされておらず、またできない。 

1990年から 2005年の 15年間に、短時間雇
用者やニートと呼ばれる若者が増加したよ
うに日本の労働市場は大きな変貌を迎えて
いる。また、この間に晩婚化や未婚化が進展
して、核家族や単独世帯が増加して、家計の
就業行動も従来から変化してきている。 
 

 

２．研究の目的 

上記のような学術的な背景をふまえて、男
女の就業行動の違いや変化について、
Becker(1965)や Mincer & Polachek(1974)ら
の先行研究を基にして、家計内の時間配分に
よる男女の就業の決定あるいは就業時間に
関する研究を進めることが本研究の主たる
目的である。 
 男女の家事時間と労働時間と余暇時間に
関する研究は、女性労働者を中心として研究
の蓄積が近年進んでいるが、男性と女性を両
方モデルに組み込んで研究を進めているも
のはまだ少ない。経済のサービス化が進む中
で、既婚者も未婚者も、共働き世帯の妻も専
業主婦世帯の妻も、女性の家事時間は減少し
ている。専業主婦世帯の家事時間は、20年前
に比べて 35 分短くなり、減少は目覚しい。
女性の家事時間は減る一方で、育児時間は増
えている。 

家事時間、育児時間および余暇時間の実態
を明らかにするとともに、家計内の時間配分
決定モデルとあわせて、男女の就業行動モデ
ルを推計する。 
 

 

３．研究の方法 

上記の背景・目的に照らし合わせて、可能
な限りの男女別の労働力状態及び賃金構造
並びに時間配分に関する統計データの収集
を進めた。近年の統計調査結果は電子化され
てきているが、過去の統計調査結果は電子化
されていない。そのため、過去の調査結果に
ついては、電子化する作業が必要となる。ま
た、電子化された統計調査結果の中には、PDF
ファイル形式によるものもあり、調査結果を
改めて入力する必要がある。以上のようなデ
ータベースの作成を行い、その中でこれまで
必ずしも十分に明らかになっていなかった
男女の行動の違いについて考察を進めた。男
女別に統計データバースを公開している機
関も増えてきているが、必ずしも十分よく整
理されているものとも言えない。現在整備し

た男女別データベースの公開を検討してい
る。 
整備したデータベースを基に、就業及び失

業並びに非労働力のフロー分析を実施した。
このフロー分析は、「労働白書」にある手法
が広く利用されており、本研究でも同様の手
法で実施した。ただし、公表されている統計
調査結果からは、年齢階級別に労働力状態の
フロー値を算出できない。そこで、独立行政
法人統計センターのオーダーメード集計を
申請して、「労働力調査」から年齢階級別の
労働力フロー値を算出するための基礎デー
タを得た。このオーダーメイド集計は、政府
統計を独自に特別集計してもらう新しい試
みである。この集計により、公表されている
項目以外の統計数値を入手可能となる。しか
しながら、年齢階級別のフローデータの基礎
データの中には、特別集計できない項目が存
在していた。そのため、それら数値について
は独自の手法を開発して数値の補完を行っ
た。 
 
 
４．研究成果 
 年齢別に、出生年別に、労働力率を比較し
た分析や、合計特殊出生率と女性労働力率と
の関係を分析したものなどをはじめとして、
本研究課題にて拡充したデータベースから
さまざまな形で男女の就業行動及び行動様
式の相違についてまとめた。 
「労働経済白書」では「労働力調査（基本

集計）」を利用してフロー値を時に算出して
いる。しかし、「労働力調査（基本集計）」か
らフロー値を算出することは必ずしも容易
ではないが、フロー分析の手法としてよく利
用される「労働白書」に倣い、男女別にフロ
ー値の推計をした。就業、失業、非労働力の
各水準の時系列的変化、及びこれらの状態間
の労働力フローの時系列的変化を分析した。 
推計結果から、就業、失業、非労働力の時

系列的変化は男女で異なり、とくに 1990 年
代から異なる。日本の労働市場では何らかの
変化がみられた。男女で就業継続率はそれほ
ど大きな開きがないのに対して、失業化率と
非労働力化率には大きな開きがある。職を離
れた場合には、男性では失業者として労働市
場に留まるのに対して、女性では非労働力化
して労働市場から退出している。しかし、
2007 年以降の女性の非労働力化率の動きか
らは、女性の労働市場退出は以前に比べると
少なくなっている。 
女性は失業者として仕事を探し続けるの

ではなく、仕事が見つからない場合には求職
活動をやめてしまう。労働市場から退出した
女性がその後仕事を探して、仕事を得る。こ
のことが男性と異なる女性の就業行動であ
るが、近年女性は必ずしも労働市場から退出



 

 

せずに、そのまま失業者として滞留するよう
になっていることが推計された。このことが、
かつてのように失業率が低下していない要
因となっている。 

あわせて、年齢階級区分によるフロー分析
も行い、若者と中高年とでは、フロー推計値
は異なる。1990年代以降に、育児期に相当す
る女性では、労働力人口比率は増加する一方
で、かつてに比べて非労働力化する労働力フ
ローが減少している。このような女性の就業
行動の変化は、労働市場全体にも大きな構造
変化を与えている可能性がある。 

夫婦の生活時間について、専業主婦世帯と
共働き世帯及び末子の年齢で比較を行い、そ
の結果について、ウィーン大学法学部にて報
告した。これまで日本では男性正社員が労働
時間長くして家計を支えて、妻が家事や育児
に専念する形で家族を形成してきた。しかし、
夫の賃金が伸び悩み、あるいは低下する中で、
夫婦共稼ぎで家計を維持する形になりつつ
ある。妻が子どもの年齢にあわせて、労働時
間を変え、働き方を変えている。少子化が進
む先進諸国では、生活時間の時間決定モデル
はワークライフバランス政策を評価してい
くためにも重要な研究課題である。なお、こ
のウィーン大学にて報告した内容を修正し
た論文を公刊できるように現在取りまとめ
を行っている。 

家事時間を含めた生活時間を取り入れた
家計内生産関数の推計について取り組んだ。
しかし、期待された推計結果が得られなかっ
た。研究期間内には、期待された結果が得ら
れなかった原因の解明には至らなかったが、
現在推計式の修正及び推計方法の検討を行
っている。2011年度は震災のため、当初予定
していた調査研究が進めることができなか
ったことも一因であるが、この家計内生産関
数の推計及び推計結果の解釈は、重要な研究
課題であるため、引き続いて調査研究してい
く。 

日本の労働市場に関するフロー分析の研
究はまだ十分蓄積されているとは言えない
ため、本研究は一助となろう。ただし、残念
ながら、研究の主たる成果は、現在学会誌に
て審査中である。そのため、研究期間中に査
読論文としての公開に至らなかった点が課
題といえる。また、研究期間中に男女別・年
齢階級別のフロー値について必ずしも十分
満足できる推計結果が得られなかった。不足
したデータを補完する手法にも問題があり、
そのことが期待された推計結果に至らなか
った原因と推測される。そのため、データ補
完の新たな手法の開発及び「労働力調査」の
「個票からの集計など検討する必要がある。
これらの検討を行いつつ、さらなる論点をま
とめた論文の投稿を計画している。 
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